
 

 

 

 

 

 

児童福祉法等が改正され、体罰等によらない子育てを理念とした「子供への体罰禁止」が４月から 

施行されました。また、来月は、東京都教育委員会「ふれあい月間（いじめ防止強化月間）」であると

ともに、厚生労働省「児童虐待防止推進月間」です。11月は「子供たちの健全育成の月」なのです。 
 

 

こんなポスターを、駅で見かけました。誰

もが、駅や街中で、人とぶつかったことがあ

ると思います。学校でも、子供同士がぶつか

ることがあります。 その時、「あなた」は、

どう思いますか。 相手がぶつかってきた？ 

自分がぶつかってしまった？ その差は何？ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校は教育機関で、 

サービス業じゃないのになぁ～ 

  ぶつかった、 

とあなたは思う。 

ぶつかってきた、 

と周りは思う。 
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ぶつかってきた 

のは、あなた。 

何も言わずに立ち 

去るのも、あなた。 

ママのスマホ

になりたい！ 

パパ～ 

こわいよ～ 

お友達に 

うつるかも 

お友達に 

うつるかも  

 

眠れなく 

なっちゃった 

学校よりも 

スポーツ大会の 

方が大事だネ 

 

ねむいよ～ 

明日は学校 

なんだけど 

 

感染させない 

感染しない 両方の 

効果があるのに… 



  

厚生労働省リーフレット 

「体罰等によらない子育てを広げよう！」より 



 

 

 

 

 

 


